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一
般
質
問

今
年
度
か
ら
耕
作
放
棄
地
の
固
定
資

産
税
を
１
．８
倍
に
増
税
と
あ
る
。

西
原
町
は
増
税
対
応
を
す
る
の
か
。

 

総
務
部
長
　
農
地
法
に
基
づ
き
、
農
業
委

員
会
と
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
協
議
に
よ

り
、
勧
告
を
受
け
た
農
業
振
興
地
域
内
の
耕

作
放
棄
地
に
対
し
て
は
、
地
方
税
法
に
基
づ

き
課
税
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

急
斜
面
や
水
利
が
悪
い
耕
作
放
棄
地

を
課
税
対
象
か
ら
除
外
す
る
方
策
は

あ
る
の
か
。

 

建
設
部
長
　
条
件
不
利
地
で
あ
っ
て
も
農

地
中
間
管
理
機
構
へ
の
貸
付
を
行
う
意
思
を

表
示
し
た
農
地
は
勧
告
対
象
外
と
な
り
課
税

強
化
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

基
幹
的
農
業
生
産
法
人
で
あ
る
西
原

フ
ァ
ー
ム
の
位
置
づ
け
は
。
　
　
　

 

産
業
観
光
課
長
　
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
目
的

は
、
遊
休
化
し
た
農
地
を
再
生
さ
せ
る
た
め

に
農
地
を
借
り
入
れ
て
農
地
集
積
を
担
う
農

業
生
産
法
人
と
し
て
設
立
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
耕
作
放
棄
地
の
再
生
実

績
並
び
に
農
業
用
ハ
ウ
ス
の
導
入
実

績
は
。

 

建
設
部
長
　
耕
作
放
棄
地
再
生
面
積
は
２

万
８
千
坪
、
農
業
用
ハ
ウ
ス
は
10
箇
所
に
導

入
し
て
い
る
。

耕
作
放
棄
地
緊
急
対
策
事
業
（
農
地

再
生
事
業
）
は
国
か
ら
の
交
付
金
を

活
用
し
実
施
し
て
い
る
（
補
助
率
３
分
の

２
）。
交
付
金
額
並
び
に
自
己
負
担
額
は
。

 

建
設
部
長
　
こ
れ
ま
で
の
交
付
金
額
は
１

億
９
千
万
円
、
自
己
負
担
額
は
約
５
千
３
百

万
円
。耕

作
放
棄
地
緊
急
対
策
協
議
会
か
ら

西
原
フ
ァ
ー
ム
へ
の
貸
付
３
千
万
円

の
使
途
は
。

 

建
設
部
長
　
耕
作
放
棄
地
解
消
は
国
の
補

助
金
、
裏
負
担
分
は
農
地
利
用
者
の
負
担
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
か
か
わ
る
担
い
手
の

育
成
と
か
人
件
費
も
か
か
る
。
そ
の
よ
う
な

も
の
に
つ
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
支
給
量

は
、
原
則
と
し
て
各
月
の
日
数
か
ら

８
日
を
控
除
し
た
日
数
を
上
限
す
る
と
あ
る

本
町
の
支
給
状
況
は
。

 

福
祉
部
長
　
障
害
児
の
介
護
を
行
う
方
の

状
況
等
を
踏
ま
え
、
週
１
日
か
ら
５
日
の
範

囲
内
で
支
給
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
給
付
費

増
加
要
因
は
。

 

健
康
支
援
課
長
　
平
成
28
年
度
の
給
付
費

は
１
億
２
千
２
百
万
円
で
、
10
％
か
ら
20
％

増
加
し
て
い
る
。
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、

事
業
所
の
増
加
並
び
に
発
達
障
害
児
へ
の
理

解
が
進
捗
し
、
診
断
と
か
早
期
発
見
の
取
り

組
み
が
進
ん
で
き
た
こ
と
で
利
用
者
が
増
加

し
、
給
付
費
が
伸
び
て
い
る
。

大城 誠一  議員

問
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問

問
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◇
耕
作
放
棄
地
への

　
課
税
強
化

◇
耕
作
放
棄
地

　
緊
急
対
策
事
業

◇
障
害
児
通
所
支
援
事
業

５ ４

㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
経
営
が
、
平
成

28
年
度
決
算
損
益
計
算
書
見
込
み
で

４
，
０
０
０
万
円
の
赤
字
で
、
経
営
存
続
は

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
今
後
の
対
応

に
つ
い
て
。（
ア
）
赤
字
経
営
の
要
因
に
つ

い
て
、
耕
作
放
棄
地
緊
急
対
策
事
業
計
画
と

西
原
フ
ァ
ー
ム
の
経
営
計
画
に
無
理
な
事
業

展
開
が
大
き
な
要
因
と
考
え
る
が
、
具
体
的

に
赤
字
の
内
容
に
つ
い
て
、
数
値
で
説
明
を

求
め
る
。

 

建
設
部
長
　
設
立
初
期
の
第
２
期
か
ら
４

期
に
か
け
耕
作
放
棄
地
の
再
生
が
急
務
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
法
人
と
し
て
の
生
産
高
が

安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
、
新
規
就
農
者
の
育

成
に
費
用
が
か
か
り
、
マ
イ
ナ
ス
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
平
成
24
年
度
で
当
期
純
利
益

５
３
１
万
円
の
赤
字
、
平
成
25
年
度
で
１
，

４
４
７
万
円
の
赤
字
、
平
成
26
年
度
で
９
０

３
万
円
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。

㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
か
ら
借
入
金
３
，

０
０
０
万
円
の
債
権
免
除
の
申
し
出

で
が
あ
る
。
耕
作
放
棄
地
解
消
対
策
事
業
の

対
応
と
見
解
を
伺
う
。

 

副
町
長
　
農
業
振
興
の
観
点
か
ら
し
て
、

こ
の
耕
作
放
棄
地
解
消
対
策
事
業
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
は
ず
っ
と
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
大
き
な
本
町
の
課
題
で
あ
り
、
解

散
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
改
善
計
画
が
提

案
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
身
に
つ

い
て
確
認
す
る
。

 

建
設
部
長
　
新
た
な
経
営
計
画
に
つ
い
て

は
主
に
人
件
費
の
削
減
、
赤
字
で
あ
っ
た
加

工
販
売
施
設
の
「
ゆ
ん
た
く
家
」
の
閉
店
、

Ｊ
Ａ
お
き
な
わ
よ
り
、
こ
れ
は
３
，
０
０
０

万
円
の
債
権
放
棄
が
前
提
で
あ
る
が
、Ｊ
Ａ

負
担
に
よ
る
３
人
の
支
援
員
派
遣
と
新
た
な

運
転
資
金
の
融
資
を
受
け
て
再
建
を
目
指
す

計
画
と
な
っ
て
い
る
。
　

㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
が
解
散
し
た
場
合
、

国
補
助
金
の
返
還
金
額
に
つ
い
て

伺
う
。

 

建
設
部
長
　
㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
が
活
用
し

た
耕
作
放
棄
地
再
生
利
用
緊
急
対
策
交
付
金

の
額
は
約
１
，９
６
０
万
円
。
内
訳
と
し
て
、

耕
作
放
棄
地
２
万
８
千
坪
の
再
生
事
業
で

１
，
８
０
０
万
円
、
７
か
所
の
井
戸
設
置
で

１
６
０
万
円
。
補
助
金
返
還
に
つ
い
て
は
、

再
生
し
た
農
地
を
継
続
し
て
耕
作
で
き
な
い

場
合
に
補
助
金
返
還
の
可
能
性
が
出
て
く

る
。

４
，
０
０
０
万
円
の
赤
字
を
埋
め
る

の
は
最
終
責
任
は
誰
が
持
つ
の
か
。

 

町
長
　
出
資
者
が
５
団
体
と
な
っ
て
お
り
、

出
資
額
に
応
じ
て
責
任
を
負
う
と
考
え
て

い
る
。

問

問

問問

問

◇
㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
４
，０

０
０
万
円
の
赤
字
、債

権
３
，０
０
０
万
円
の

放
棄
！
　

　
責
任
を
明
確
に
！
！

西
原
町
は
平
成
24
年
11
月
に
、
耕
作

放
棄
地
解
消
対
策
協
議
会
を
通
じ
て

農
業
生
産
法
人
西
原
フ
ァ
ー
ム
に
３
，
０
０

０
万
円
を
融
資
し
た
。
今
般
、
西
原
フ
ァ
ー

ム
の
経
営
難
を
理
由
に
、
貸
付
金
３
，
０
０

０
万
円
の
免
除
、
債
権
放
棄
を
す
る
旨
の
説

明
が
あ
っ
た
。
町
議
会
は
、
補
助
・
融
資
に

当
た
っ
て
「
第
３
セ
ク
タ
ー
は
責
任
主
体
が

曖
昧
で
、
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
運
営
に
お
い
て

は
民
間
並
み
の
緊
張
感
を
求
め
る
」
旨
の
附

帯
決
議
を
し
た
。
こ
の
債
権
放
棄
の
責
任
は

誰
が
追
う
の
か
。
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
経
営
改

善
計
画
で
は
、
債
権
を
放
棄
し
Ｊ
Ａ
西
原
の

支
援
を
受
け
て
も
５
年
後
の
事
業
規
模
は
、

粗
収
入
約
２
，
３
０
０
万
円
で
利
益
が
約
１

５
０
万
円
だ
。存
続
す
る
意
味
が
あ
る
の
か
。

 

副
町
長
　
責
任
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
は
答

え
ら
れ
な
い
。
債
権
放
棄
し
て
も
協
議
会
に

は
責
任
は
な
い
。
今
後
も
大
幅
な
収
益
は
見

込
め
な
い
が
、
自
立
を
促
す
よ
う
支
援
し
た

い
。

道
義
的
責
任
も
現
時
点
で
感
じ
な
い

の
か
。

 

副
町
長
　
道
義
的
責
任
が
あ
る
の
か
今
後

検
討
議
論
し
た
い
。

３
，
０
０
０
万
円
の
税
金
で
す
よ
。

放
棄
し
て
、
誰
も
責
任
が
持
て
な
い
。

一
般
の
常
識
、
町
民
の
視
点
か
ら
そ
れ
で
良

い
と
考
え
る
の
か
。

 
副
町
長
　
こ
の
３
，
０
０
０
万
円
は
実
績

と
し
て
活
用
さ
れ
、
決
し
て
無
で
は
な
い
。

具
体
的
な
責
任
は
今
後
議
論
し
た
い
。

債
権
放
棄
し
た
時
点
で
責
任
は
生
じ

る
。
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
、
で
は
納

税
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
西
原

フ
ァ
ー
ム
は
実
質
的
に
経
営
破
た
ん
し
て
い

る
。
そ
の
認
識
は
あ
る
か
。

 

副
町
長
　
そ
う
認
識
し
て
い
る
が
、
債
権

放
棄
で
何
と
か
再
生
さ
せ
た
い
。
少
な
く
と

も
何
ら
か
の
責
任
は
あ
る
と
考
え
る
。

再
生
う
ん
ぬ
ん
の
前
に
、
こ
の
破
た

ん
に
関
し
て
町
民
へ
の
説
明
責
任
が

あ
る
。
責
任
は
、補
助
を
し
た
町
長
や
役
員
・

経
営
陣
に
あ
る
。
責
任
を
認
め
、
町
民
に
説

明
し
、
そ
れ
か
ら
再
出
発
の
話
に
な
る
。

 

副
町
長
　
責
任
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
フ
ァ
ー
ム
の
在
り
方
を
整
理
し
た
上
で
考

え
た
い
。誰

も
責
任
を
取
ら
な
い
で
、
債
権
が

放
棄
さ
れ
た
の
で
は
町
民
は
納
得
し

な
い
。

 

副
町
長
　
責
任
に
関
し
て
は
今
の
段
階
で

誰
に
あ
る
の
か
は
、
答
え
ら
れ
な
い
。
議
会

は
附
帯
決
議
を
し
た
が
、
問
題
が
あ
れ
ば
否

決
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
議
論
も

あ
る
。

 

副
町
長
　
先
ほ
ど
の
「
議
会
が
否
決
す
べ

き
」
の
発
言
は
、お
詫
び
し
て
訂
正
し
た
い
。

問

問問

問問問

◇
３
，０
０
０
万
円
の
債

権（
町
税
）放
棄 

―

　
誰
も
責
任
を
取
ら
ず
？ 大城 好弘  議員与那嶺 義雄  議員

広報にしはらＨ２８年10月号掲載記事から

こ
の一般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の一部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

こ
の一般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の一部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・編
集
を
し
た
も
の
で
す
。
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債ケンさいけん


